
技能実習の流れ

(在留資格)

(技能実習の流れ)

基礎級

実技試験及び学科試験の受験が必須

３級

実技試験の受験が必須

２級

実技試験の受験が必須

在留期間の更新 在留期間の更新入国 帰国

講習(座学)
雇用関係なし
実習
雇用関係あり

技 能 実 習 ２ 号 技 能 実 習 ３ 号 ※

講 習 実 習 実 習 実 習

２年目 ３年目 ４年目 ５年目

技 能 実 習 １ 号

１年目

在留資格変更または取得
一旦帰国(一カ⽉以上)
在留資格変更または取得

※一定の明確な条件を充たし、優良であることが
認められた監理団体及び実習実施者のみ移行可能

受入可能人数

１年間に新規受入れ可能な技能実習⽣はその実習実施企
業(実習実施者)の常勤職員数によって上限があります。
例えば、雇用保険適用従業員数が３０名以下の事業所で、
毎年継続的に技能実習⽣を受け入れる場合、最大５年間
で最大３０名の技能実習⽣の受入れが可能です。

4

30人以下 3人

301人以上 保険適用従業員総数の20分の1

201人以上300人以下 15人

101人以上200人以下 10人

51人以上100人以下 6人

実習実施企業の雇用保険適用従業員数

41人以上50人以下

31人以上40人以下

5人

4人

受入可能人数(1年目)


